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平成27年６月森町議会定例会会議録

１ 招 集 日 時 平成２７年６月１６日（火） 午前９時３０分

２ 招 集 場 所 森町議会議事堂

３ 開会・開議 平成２７年６月１６日（火） 午前９時３０分

４ 応 招 議 員

１番議員 伊 藤 和 子 ２番議員 小 澤 哲 夫

３番議員 筋 惠 治 ４番議員 中 根 幸 男

５番議員 鈴 木 托 治 ６番議員 西 田 彰

７番議員 太 田 康 雄 ８番議員 亀 澤 進

９番議員 山 本 俊 康 10番議員 榊 原 淑 友

11番議員 片 岡 健 12番議員 小 沢 一 男

５ 不応招議員 なし

６ 出 席 議 員 応招議員に同じ

７ 欠 席 議 員 なし

８ 地方自治法第121条の規定に基づき議場に出席した者の職氏名

町 長 村 松 藤 雄 副 町 長 鈴 木 寿 一

教 育 長 比 奈 地 敏 彦 総 務 課 長 杉 山 眞 人

防 災 監 村 松 利 郎 企画財政課長 長 野 了

税 務 課 長 村 松 也 寸 志 住民生活課長 幸 田 秀 一
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保健福祉課長 村 松 富 夫 産 業 課 長 三 浦 強

建 設 課 長 村 松 弘 上下水道課長 大 場 満 明

学校教育課長 西 谷 ひ ろ み 社会教育課長 鈴 木 富 士 男

病院事務局長 西 谷 勉 次 会 計 管 理 者 村 松 達 雄

９ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長 三 浦 健 議 会 書 記 鈴 木 芳 明

10 会議に付した事件

議案第４４号 森町小規模保育所の設置及び管理に関する条例について

議案第４５号 森町介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第４６号 森町社会体育施設の設置、管理及び使用料に関する条例の

一部を改正する条例について

議案第４７号 平成２７年度森町一般会計補正予算（第２号）

議案第４８号 平成２７年度森町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）

議案第４９号 平成２７年度森町水道事業会計補正予算（第１号）

議案第５１号 静岡県市町総合事務組合規約の変更について

静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙

＜議事の経過＞

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）出席議員が定足数に達しておりますので、

これから本日の会議を開きます。

日程に入る前に、町長より発言を求められておりますので発言を

許します。

町長、村松藤雄君。

町 長 （ 村 松 藤 雄 君 ）6月12日の本会議において、議案第46号「森

町社会体育施設の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正

する条例について」の提案説明において、一部に誤りがありました
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ので、訂正を申し上げます。

提案説明中、トレーニング室につきましては、「近隣市の使用料

を参考としながら、中学生及び65歳以上の高齢者に対する料金の割

引並びに回数券を導入するなど、利用者に配慮した料金設定といた

しました」と申しましたが、この中学生の部分を高校生以下に訂正

を申し上げます。以上でございます。よろしくお願いします。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）日程第１、議案第44号「森町小規模保育所

の設置及び管理に関する条例について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

12番、小沢一男君。

12番議員 （ 小 沢 一 男 君 ）４条の所要時間とか日程の部分で、４条と

５条でございますけども、ただし、という言葉がよく出てきます。

こういう条例だと。「ただし、町長は、特に必要があると認めると

きは、これを変更することができる。」とかですね、また、５条で

は、「ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開

所し、又は休所することができる。」このただし、というのはよく

出てくる言葉で、私もちょっと理解に苦しむわけですけども、条件

とか例外という言葉で理解しておりますけども、こういう例外とか

条件っていうのは、どういうことが考えられるか。この条例の中で。

教えていただきたいと思います。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）保健福祉課長。

保健福祉 （ 村 松 富 夫 君 ）保健福祉課長でございます。ただ今のご質

課 長 問でございますけれども、４条、５条のただしの後の考えられるこ

とということでございますけれども、第４条につきましては、開所

時間ということで、午前７時から午後６時までとなっておりますけ

れども、保育所には、延長保育といった制度もございます。すぐに

実施するというわけではございませんけども、保護者から希望があ

った場合には、そういったことも考えなければいけないということ

もございますし、運営管理する事業者が午前７時、また午後６時の
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変更をする場合には、町長に届け出て、町長が認めるという場合も、

想定されるということから、但し書きがついております。

また、第５条につきましては、休所日の関係でございますけれど

も、休所日については、毎年決まっている休所日をここに上げて、

指定しております。このほかに、年によって変わるような可能性の

ある休所日につきましては、町長の特に必要と認めるときとして、

対応していきたいということでございます。

こういった場合が考えられると想定しております。以上でござい

ます。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）12番、小沢一男君。

12番議員 （ 小 沢 一 男 君 ）５条は分かりました。４条は延長保育だけ

の場合に例外だよということでいいですか。後は他にはどういうも

のが想定されますか。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）保健福祉課長。

保健福祉 （ 村 松 富 夫 君 ）保健福祉課長です。延長保育以外の理由と

課 長 いうことでございますけれども、運営者の方で、例えば開所時間を

７時半からとした場合には午後の６時半までといった可能性も出て

きます。

保育の標準時間が11時間ということがございますので、その関係

でずれてくる可能性もあると考えております。以上でございます。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

８番、亀澤進君。

８番議員 （ 亀 澤 進 君 ）ただ今の質問と答弁についてなんですが、

この開所時間、また休所日等、条例を変更せず変更ができるという

ことだと思うんですけど、ここにあえて条例として開所時間、休所

日というものを載せなければならないのでしょうか。例えばこれを

内規で定めるとか、そういう条文に変えることはできないでしょう

か。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）町長、村松藤雄君。

町 長 （ 村 松 藤 雄 君 ）施設の管理のあり方として、基本的に、い
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つ開いているの、いつ休みにするのというのは、内規でなくて条例

で決めることがふさわしい。そして、他の施設についても同じよう

な決め方をとっておりますので、よろしくお願いします。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）「質疑なし」と認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第44号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）起立全員です。

したがって、議案第44号「森町小規模保育所の設置及び管理に関

する条例について」は、原案のとおり可決されました。

日程第２、議案第45号「森町介護保険条例の一部を改正する条例

について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第３、議案第46号「森町社会体育施設の設置、管理及び使用

料に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

４番、中根幸男君。

４番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）４番、中根です。１点、確認の意味で質問

させていただきます。

２ページの、別表第７条関係ですけれども、施設の使用料の関係
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です。使用料の減免の関係につきましては、規則で定めております

けれども、例えば、スポーツ少年団等が使用になる場合はですね、

旧中央体育館のときと同様な減免措置をしていただけるかどうか、

この点確認をさせていただきたいと思います。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）社会教育課長。

社会教育 （ 鈴木富士男 君 ）社会教育課長です。中根議員のご質問にお

課 長 答えします。

議員おっしゃるとおり、旧の中央体育館の減免の関係につきまし

ては、規則の方で制定することになるわけですが、減免につきまし

ては旧中央体育館で行っていたとおり行って参りたいと考えており

ます。以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

７番、太田康夫君。

７番議員 （ 太 田 康 雄 君 ）これも規則で定められることかと思います

が、旧中央体育館の場合には、休業日が火曜日、国民の祝日に関す

る法律に規定する休日、それから年末年始ということでありました

が、今までもですね、休日、祝日に運動しよう、スポーツをしたい

と思っても、施設の中央体育館が使用できなかったというような声

も伺っておりますが、新しい総合体育館が建設されて、この休業日

についてはどのようにお考えでいらっしゃるか伺います。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）社会教育課長。

社会教育 （ 鈴木富士男 君 ）社会教育課長です。太田議員のご質問にお

課 長 答えします。

休館日についてのご質問ですが、おっしゃるとおり、規則で制定

していくことになります。現段階ではまだ細かい打合せ等はできて

おりませんが、旧中央体育館と同じ火曜日を休館日とするよう考え

ています。

また、祝祭日の休館日につきましては、文化会館等に合わせて行

うような形で、祝祭日に休館することは廃止する方向で今検討をし

ております。以上です。
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議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

２番、小澤哲夫君。

２番議員 （ 小 澤 哲 夫 君 ）使用料に関することでございますけれども、

今度の体育館については、２階の部分にウォーキングといいますか、

ランニングコースといいますか、そういった部分が周りに作られる

わけでございます。これに関する使用料について、いかがいたすの

か、この使用料について書いてございませんので、お伺いをしたい

と思います。

それからもう一つ、シャワールームも併設するという形になるか

と思います。シャワールームの使用についての料金についてはいか

がするのかということも併せてお願いしたいと思います。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）社会教育課長。

社会教育 （ 鈴木富士男 君 ）社会教育課長です。小澤議員のご質問にお

課 長 答えします。

最初に、ランニングコースの使用料の件につきましては、ランニ

ングコースは基本的に体育館の貸館がない、競技場の貸館がない場

合について解放していく予定でいます。専用の使用が入っている場

合には、ランニングコースはその団体が利用する可能性もあります

ので、使えないところが安全管理上の問題等もありまして、使えな

いこともあるかと思いますので、その場合はランニングコースは閉

鎖をするという考え方を今持っております。

そういう形で考えますと、やはり無料で使用していただく方がい

いのではないかと思っております。

それから、２問目のシャワールームに関しましては、利用者に汗

を流して帰っていただきたいという考え方もありまして、シャワー

室につきましても無料で使っていただければと思います。以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）２番、小澤哲夫君。

２番議員 （ 小 澤 哲 夫 君 ）シャワールームでございますけども、無料

にいたしますと、使っていただいた方は料金を払って帰るわけです

から、そのときにシャワーを使うっていうのは結構だと思うんです
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けれども、ただ心配なのは、他のところで遊んで体育館へ来て、無

料だというと、使って帰ってしまうという可能性もなきにしもあら

ずなのかなというような、ちょっと心配が若干ございます。

その辺について、防止策というと、町民の皆さんを疑うようなこ

とになるんですけども、ちょっと心配な部分もございますので、そ

の辺どのようにするのか、あればお聞かせいただければと思います。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）社会教育課長。

社会教育 （ 鈴木富士男 君 ）社会教育課長です。そういうことも想定さ

課 長 れるわけですが、シャワーにつきましては利用者のモラルといいま

すか、来館者のモラルにお任せをするしかないかなと思っています

が、張り紙等で注意を行うことも必要かなと思っているところもあ

ります。以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

６番、西田彰君。

６番議員 （ 西 田 彰 君 ）１点お願いします。町外の方が使用する場

合に、今までは10割の加算ということでした。今回５割の加算とい

うことですけども、これは近隣のね、施設とを見て決められたのか、

それとも今までの体育館を使用するに当たって、町外の人たちから

高すぎるじゃないかとか、そういった苦情があったとか、どういう

なことでこの５割まで下げたのか。分かれば。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）社会教育課長。

社会教育 （ 鈴木富士男 君 ）社会教育課長です。西田議員のご質問にお

課 長 答えします。

議員が質問されている部分につきましては、町営グランドの町外

使用の場合の加算の割合かと思いますが、旧中央体育館では５割加

算でやっておりました。町営グランドも10割となっていましたが、

総合体育館もそうさせていただくわけですので、５割に統一の方を

はかるために、10割から５割にさせていただきました。以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

５番、鈴木托治君。
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５番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）ランニングコースについて、若干お聞きし

たいことがあります。

65歳以上が料金を取っているわけですけど、これ老人福祉とか、

あるいは老人健康増進のために、65歳以上の人の使用料は無料にし

た方がいいじゃないかと、こんなふうに思っておりますけど、この

点いかがでしょうか。

それともう１点、館内の携帯電話の使用については、やっぱりス

ポーツの妨げになると思うので、使用禁止にすべきだと思いますけ

どその点いかがでしょうか。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）社会教育課長。

社会教育 （ 鈴木富士男 君 ）社会教育課長です。鈴木議員のご質問にお

課 長 答えします。

最初にランニングコースですが、ランニングコースは先ほども申

し上げましたが、無料で使っていただければと思いますので、競技

場の使用の条件によりまして、使えない場合もございますが、空い

ているときには無料でお使いいただければと思っております。

それから、携帯電話につきましては、競技をやっている上で妨げ

になるような場合もございますが、緊急的な連絡もございますので、

使用に関しては制限はできないものと思います。ただし、マナーモ

ードにしていただくとかという配慮、まあマナーモードにすると逆

に今度は音が聞こえないので、スポーツやっていると緊急の連絡が

入った場合とか困る場合もございますので、そこら辺については難

しい部分があるじゃないかと思っております。以上でございます。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第４、議案第47号「平成27年度森町一般会計補正予算（第２

号）を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。
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12番、小沢一男君。

12番議員 （ 小 沢 一 男 君 ）歳出で２点ほどお尋ねしたいと思いますけ

ども、８ページの19節の0001でございますけども、自治振興費2,50

0千円、この自治総合センター、前にも質問させていただきました

けども、総合センターのコミュニティ助成金と、こういうことで2,

500千円、葛布町内会の太鼓、太鼓台、屋台の支輪の彫刻を新調す

るということでありますけども、これ72町内ありますけども、森町

には、この72町内でこの葛布は何回目、それから、もしですね、２

回以上の町内会がありましたら教えてください。

それと、10ページの９款１項５目の0003、防災施設整備費、2,26

8千円ですけども、これもコミュニティ助成金、自主防災に配備し

ている可搬ポンプの更新と、追加予算ということでございますけど

も、これで72町内の中で、どこの町内へ配備するのか。それとまた、

全72町内会の配備によって、どのぐらいの率であるか教えてくださ

い。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）総務課長。

総務課長 （ 杉 山 眞 人 君 ）総務課長です。８ページの自治振興費の2,

500千円でございますが、72町内会について、どのぐらいの数が新

設するかと。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）12番、小沢一男君。

12番議員 （ 小 沢 一 男 君 ）いやいや、あのね、すいません。前には一

回だけっていう話で、そういう理解で質問したときにそうじゃない

よと。２回以上できるよと。だから、２回目、まず葛布が２回目な

のか何回目なのか。あるいは２回目以上の補助金を貰っている町内

会はどこの町内会か。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）総務課長。

総務課長 （ 杉 山 眞 人 君 ）ただ今のご質問にお答えします。葛布町内

会は１回目です。初めて頂いております。今まで２回頂いていると

いうのはですね、下宿の町内会、昨年度頂いて２回目、それから、

宮代西町内会、こちらについては宮代東と西で一回合同で頂いてお
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りまして、昨年度２回目となります。

今私の資料の中で見る限りは、その２町内会が２回頂いていると、

こういうことでございます。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）町長、村松藤雄君。

町 長 （ 村 松 藤 雄 君 ）自治総合センターの宝くじについてはです

ね、森町に割り当てられる数は基本的には１箇所でございます。し

たがって、機会を広く均等にということについては、基本的には１

回を原則にしているんですけども、行政的な理由によってそういう

ものを整備したいというときには、２回目も該当にさせているとこ

ろでございます。

昨年は下宿については、森川橋の架け替えに伴って、旗の掲揚等

々の施設を作りたいと、そういうものが河川の補償工事ではできな

いということで、宝くじを使ってコミュニティに必要な施設という

理屈でもって、自治総合センターにお願いしてつけてもらいました。

それから宮代については、最終処分場の地元対策事業の一環で、

こういうものを欲しいですよということが出てきましたので、これ

も町のお金を使うことも可能なんですけども、せっかく自治総合セ

ンターのお金を使えるならば、自治総合センターにお願いをして、

そしてつけさせていただいて、これも２箇所同時につけたわけです

けども、これについては東京まで行ってですね、事情を説明して、

基本的には１箇所なんだけども、特別この２箇所をつけていただき

たいとお願いをして理解をして、昨年２箇所分つけていただいたと

いうことで、基本は１箇所なんですけども、特殊な事情がある所に

ついては２箇所も考慮しますよということでございます。以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）防災監。

防 災 監 （ 村 松 利 郎 君 ）防災監です。小沢議員の10ページ、９款１

項５目、災害対策費の備品購入費、これは自主防可搬ポンプの更新

でございますが、今年このコミュニティ助成制度を利用して、更新

する町内会の予定につきましては、市場、下飯田、福田地、戸綿の

４町内会でございます。
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それから、コミュニティ助成金につきましては、平成23年度から

計画的に可搬ポンプを更新してきまして、23年度は４台認められま

して、24年度はコミュニティは認められませんでした。それから25

年度が４台、26年度が４台。27年度につきましても４台認められま

したので、合わせて20台分をコミュニティ助成制度で更新して参り

ます。

したがいまして、平成27年度までには65町内会の更新が済む予定

でございます。今申し上げました65台というのは、町費も加えたも

のの台数でございます。その内の宝くじ助成金で20台ということで

す。以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）12番、小沢一男君。

12番議員 （ 小 沢 一 男 君 ）この屋台の関係が主になるんですけども、

町長のご説明で条件なんかはないということで、了解しますけども、

全体でまだ72町内で、どのぐらいの率で貰っている町内会、全体的

には何町内ぐらいあるですか。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）総務課長。

総務課長 （ 杉 山 眞 人 君 ）何町内会かというご質問ですが、この制度、

活用したのがですね、平成５年度から活用しておりまして、年によ

っては２町内会採択になるときがありますが、町長の答弁のとおり、

１町内会ですので、大体今30町内会前後の、ちょっと正確な数が出

なくて申し訳ないですが、その程度と考えております。

また、今回の申請で５町内会申請したわけですが、今回は１町内

会しか採択にならなかったもので、そういうことで、今回は葛布町

内会のみ、こういうことですので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

４番、中根幸男君。

４番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）４番、中根でございます。１点質問させて

いただきます。

５・６ページ、歳入の16款２項１目、不動産売払収入7,300千円
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ですが、これにつきましては旧赤根の町営住宅跡地の売払収入とい

うことですが、面積とですね、売払単価について伺いたいと思いま

す。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）企画財政課長。

企画財政 （ 長 野 了 君 ）企画財政課長です。今ご質問のありました

課 長 歳入の６ページ、土地売払代についてのご質問にお答えします。

平方メートル単価が8,500円でございます。面積が858.43平方メ

ートルでございます。それをかけますとですね、細かくは7,296,65

5円になりますが、これをきりよく計算して7,300千円で売買してお

ります。

8,500円につきましては、近傍の固定資産評価額を基にですね、

現地の状況等、例えばですね、土地の高低差、面積が多いとかとい

うものを踏まえて算出しております。以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）４番、中根幸男君。

４番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）面積が858.43平方メートルということで、

平方メートル単価がですね、8,500円ですね、近傍類似の単価を想

定して8,500円に決められたということですが、その辺の売買実例

があったのかどうか、参考までに。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）企画財政課長。

企画財政 （ 長 野 了 君 ）普通財産の売払いにつきましてはですね、

課 長 まずはその近傍の固定資産評価額を基に積算していきます。売買実

例も参考にしながら算出したわけでございますけども、固定資産評

価額にですね、規則で0.7で割り戻します。７分の10を算数的にい

うとかけることになるわけですが、その値からですね、先ほども申

しましたように、土地の高低差、あとは面積が広大であるとか、前

面道路はですね、少し狭いということもあります。そういった減額

要件をかけまして、8,500円を算出しているところでございます。

以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

１番、伊藤和子君。
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１番議員 （ 伊 藤 和 子 君 ）私から２点ほどご質問させていただきます。

歳出の８ページになります。４款１項２目、男性不妊治療費扶助

費210千円についてですけれども、60千円の県の補助を受けて、不

妊に悩む夫婦に対して、男性の不妊治療に要する費用の一部を助成

するための経費ということでございますが、一人あたりの補助金額

と、見込みの人数を教えていただければと思います。

もう１点でございます。歳出の10ページになります。８款５項１

目の、町営住宅撤去工事2,600千円についてですけれども、今回２

棟分を一緒に取り壊すことにより、経費を抑えて行うことができる

見込みとなり、当初予算に加え１棟分を追加計上ということでござ

いますが、城下団地につきましては、森町の町営住宅の長寿命化計

画において、用途廃止とすべき団地という位置づけをされておりま

すけれども、今後ですね、現在住んでいらっしゃる３世帯の方々に

は、安心な住まいを提供ということで、移動をしていただくように

ご指導又はお声をかけていらっしゃることと思われます。私の３月

の一般質問の町長のご答弁の中で、３棟目に１世帯、５棟目に２世

帯住んでいらっしゃるということで、その後ですね、転居をされた

方はおいでになるのでしょうか。

またですね、４棟目に関しましては、同じように老朽化が大変著

しいと思います。今後ですね、どのような予定を立てていらっしゃ

るのか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）保健福祉課長。

保健福祉 （ 村 松 富 夫 君 ）保健福祉課長でございます。１点目のご質

課 長 問にお答えいたします。

男性不妊治療の一人あたりの補助額でございますけれども、県の

補助を受けて実施するということで、県の対象経費の方が治療費及

び検査料で150千円を限度としております。ただし、その内本人負

担額が３割の45千円ということでございますので、補助額はそれを

差し引いて105千円が一人あたりの単価でございます。

また、件数でございますけども、森町の27年度当初予算で、特定
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不妊治療の助成事業の件数が８件と見ております。この男性不妊治

療につきましても、特定不妊をやっている夫婦に対してということ

でございますので、８件の４分の１を見込んでおりまして、２件と

いうことで210千円を見込んでおります。以上でございます。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）建設課長。

建設課長 （ 村 松 弘 君 ）建設課長です。城下住宅の件につきまして

お答え申し上げます。

現在ですね、３名の方が引き続きお住まいになっておられまして、

昨年よりの転居はございません。それから、４棟目の解体と今後の

見通しでございますけども、３棟目と５棟目に居住していらっしゃ

る方がいるということで、４棟目の解体につきましては、例えばで

すね、３棟目の方が転居されたとかいうことであれば、併せて取壊

しということも考えられるとは思いますが、真ん中の棟でございま

すので、３棟目と５棟目に住んでいらっしゃる方がいるということ

は、取壊しには支障が出てくるということでございますので、その

辺の居住者の方の状況を見ながら考えていきたいというふうに思っ

ております。以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

11番、片岡健君。

11番議員 （ 片 岡 健 君 ）先ほどの中根議員の関連ですけれども、こ

の赤根の町有地ですけども、ここの地籍ですね、農地なのか何なの

か。宅地なのか。もし農地であるならば、畑であるか水田農地であ

るか。その辺をちょっとお聞きします。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）企画財政課長。

企画財政 （ 長 野 了 君 ）旧赤根町営住宅の跡地でございますので、

課 長 そのまま地目については宅地になっております。以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

６番、西田彰君。

６番議員 （ 西 田 彰 君 ）２点ほど。可搬ポンプの更新が徐々に行わ

れてきているわけですけども、65台ということですので、あと残り
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７台か８台ぐらいかと思います。早くですね、更新ができればと思

います。というのは、古いポンプがですね、女性ではね、なかなか

ね、覚えきれない。使用方法がね、覚えきれない。数回やればね、

覚えるわけですけども、その辺でね、早く更新がされることを望み

ます。

それから、更新された新しいものの使用具合、そういったものは

町内会から聞いているところはありますでしょうか。非常に使いよ

いとか、この辺はちょっとネックだよとか、使いにくいとか、そう

いったものがあれば教えてください。

それから、城下の住宅ですけども、取壊しの時期はいつごろにな

るのか。また、こういった公有財産をですね、借りたいっていう場

合には、条件がいろいろあると思うですけども、どういった条件が

あるのか。今赤根と片瀬の間の元病院があったのかな、あそこがで

すね、今太陽光を設置して貸し付けているということですけども、

貸せる場合にはどれぐらいの賃借料を役場は貰うのか。それは場所

によって多少違ってくるかとは思いますが、その辺が分かれば、基

準があるのかどうか。その辺二つお願いいたします。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）防災監。

防 災 監 （ 村 松 利 郎 君 ）防災監です。自主防の可搬ポンプにつきま

しては、D-1級という種類のものを使っておりまして、以前もそのD

-1級なんですが、最近の更新分のポンプにつきましては、真空ポン

プがですね、以前はついていたんですが、オイルレスの真空ポンプ

ということで、それから、オートチョークもついていまして、割と

操作が楽なものとなってきております。

使用具合について、町内会からどんなことか聞いておるかという

ことですが、直接聞いてはおりませんけども、特に苦情とかですね、

こういうことが困ったということが逆にないもんですから、そのま

ま普通に使っていただけてるじゃないかなと、こんなふうに思いま

す。以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）町長、村松藤雄君。
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町 長 （ 村 松 藤 雄 君 ）行政財産の貸付基準は、この補正予算案と

は関係ございませんので、議長の方は対応よろしくお願いします。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）そういうことでございますので、よろしい

ですか。

建設課長。

建設課長 （ 村 松 弘 君 ）建設課長です。城下住宅の取壊しの時期で

ございますけども、補正予算をお認めいただいたのち、指名委員会、

入札等の所定の手続を経まして、なるべく早く実施したいと思って

おります。

取壊しについての条件でございますけども、まだ他の棟建ってお

りますので、すべての棟がなくなった時点で、県等に公営住宅の廃

止の届出を出す運びになるかと思っております。以上です。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

２番、小澤哲夫君。

２番議員 （ 小 澤 哲 夫 君 ）２番、小澤です。10ページの体育施設の管

理費についてお伺いをしたいと思います。

臨時雇賃金が1,767千円ございますけども、説明によりますと機

械の取扱い、あるいは管理のためということでございますが、もう

少し具体的に、どういう人なのかというか、どういう内容での雇い

なのかをお聞かせ願えればと思います。

議 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）社会教育課長。

社会教育 （ 鈴木富士男 君 ）社会教育課長です。小澤議員の質問にお答

課 長 えします。

臨時雇賃金ですが、提案理由の説明の中にもありましたとおり、

総合体育館のトレーニング室において、８時半から５時１５分まで

一人、それから５時から10時までを一人を考えております。当初予

算でお認めをいただきました、各種トレーニング機器の取扱説明や、

日常点検の実施、機器使用時における安全管理、それから監視、そ

れから部屋の全体の安全管理、監視等を行うことを予定しておりま

す。
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可能ならばトレーニングメニューの作成もできるような方がなっ

ていただけるといいなと思って、そういう経験者等を採用していけ

議 長 ればと考えております。以上です。

（ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

３番議員 ３番、 筋惠治君。

（ 筋 惠 治 君 ）10ページの、0001、住宅管理取壊しの件で

ございますけれども、以前から耐震も含めて取り壊して、又は他へ

移動を促すという話もあります。当然住んでいる方はこれに伴い、

取り壊していきますと、その辺りの住んでいる方へのね、何ちゅう

でしょう、プレッシャーっていいますか、町は壊したいんだなと、

全部壊したいんだなというような感じもありますんでね、ひょっと

して、もし町として耐震化も含めて移動をね、お願いしていくとい

うことであれば、例えば移動していく場合にはね、他の町営住宅、

特別城下は安価なわけでありますけど、その住んでいる、今の月の

家賃料が変更になっていくのか、それとも今までのものがそのまま

になるのか、その辺りを一つ教えていただきたい。

それと、高齢化の方って、何歳の方が私住んでいるか知りません

が、もしその方達が移動を申し出た場合はね、その引っ越しである

とか、そういうものっていうのは町が多少お手伝いするのか、その

議 長 辺りのことを教えていただきたいと思います。

建設課長 （ 榊 原 淑 友 君 ）建設課長。

（ 村 松 弘 君 ）建設課長です。家賃の関係でございますけ

ども、今現在はご承知のように、城下住宅は非常に安価な賃料でご

ざいます。他の住宅に移っていただくということになる場合はです

ね、政策的な判断もありますが、一定期間、家賃をですね、安くす

るなり補助するなりの制度はございますので、その適用にはなるか

と思っておりますが、いつまでも続くわけではございませんので、

その辺は理解をしていただくということになるかと思います。

それから、高齢者の方の転居の場合ですが、基本的には居住者の

方が自ら責任を持って引っ越していただくということで、身内の方
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がいれば、その方のお手伝いも頼むということではございますが、

いよいよですね、いないということであれば、一人暮らしというこ

とであれば、職員がお手伝いすることはやぶさかではないというふ

議 長 うに、私の個人的な考えですが思っています。以上です。

町 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）町長、村松藤雄君。

（ 村 松 藤 雄 君 ）今建設課長が答弁したんですけども、過去

のケースでは、このように政策的に引っ越しを促すと、で、なかな

か応じていただけなくて、話がまとまって応じていただくときには、

その引っ越し経費について、町は助成金を出しているケースがござ

いますから、当然今回もそういうことになれば、助成金を出してい

議 長 きたいと思っています。

（ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

５番議員 ５番、鈴木托治君。

（ 鈴 木 托 治 君 ）歳出の10ページの、今まで出ております住

宅管理費、町営住宅撤去工事でありますが、前回は、当初予算では

１棟分3,427千円で、今回は2,600千円ですので合計しますと大体6,

000千円くらいの金額になると思うんですけど、非常にあの建物そ

のものは旧の建物で、新建材も使ってなくて、非常に処理費にして

も何にしても、平屋でありますし簡単に、あっという間に解体でき

ちゃうような、私も建設業許可をとっているもんですから、いろん

な単価的なものはいろいろ勉強しておりまして、それなりに思うん

ですけど、これは大変儲ける仕事だなというのが実態であります。

そこで、町には入札業者というのがやっぱり、私よく分かりませ

んけどランク付けがあるのか、ＡとかＢとかＣとか、Ａは何社で、

どれぐらい金額上の工事しなきゃいけないとか、そういうランク付

けがあるのかどうかということと、幅広く町民の業者にやるという

意味では、あんまり集中的に大きな所ばっかりに工事を受注させる

のではなくて、ある程度簡単な、これ簡単な仕事ですよつぶすのは。

組立てと違って。しっかりつぶして危険のないように防護柵やって

つぶして、それぞれに持っていくところを決めさえすれば何の問題
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もなくできるものでありますので、そこら辺の入札業者のランク付

け等、いろんな全般的なことをちょっと教えていただければ有り難

議 長 いと思います。

副 町 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）副町長。

（ 鈴 木 寿 一 君 ）それでは、私の方から説明をさせていただ

きます。

取壊しにつきましてはですね、これも正規な見積りをとってとい

うか、積算をしてのことでございますので、勘でやっているわけで

はありませんので、そこはご理解を頂きたいと、こんなふうに思う

わけであります。

それから、業者の件でありますけれども、町では金額によってで

すね、入札の業者の数とか、ランク付けにつきましては、ＡからＤ

までというようなランク付けをしております。それで、その中で業

者を指名委員会にかけて決めていくわけでありますけれども、でき

るだけ町の工事につきましては、町内の業者の中で選択をしてやっ

ていただくというような方向で進めておりますし、また、金額の少

ないものにつきましてはですね、特に建築工事なんかにつきまして

は、小さな大工さん等は、そのランク付けから外れておりまして、

ランクはついておりませんけれども、5,000千円以下の事業につき

ましては、そういう方も一応やっていただける方があるであれば、

指名をしていくと。指名をしていくというよりも、随意契約等で話

をしていくというような形を今はとっている状況であります。以上

議 長 です。

建設課長 （ 榊 原 淑 友 君 ）建設課長。

（ 村 松 弘 君 ）建設課長です。解体費用の件についてお答

えします。

城下住宅につきましては、屋根材にアスベストがありまして、そ

の処理にも費用がかかるということで、こういう２棟で6,000千円

議 長 という金額というふうになっております。以上です。

５番議員 （ 榊 原 淑 友 君 ）５番、鈴木托治君。
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（ 鈴 木 托 治 君 ）副町長の方からお答えを頂きましたけど、

そうすると、今回の解体の業者は何ランクぐらいのものと、何社ぐ

らいを予定しているのかということと、あと平方メートル単価をち

議 長 ょっと、解体の平方メートル単価が幾らかちょっと教えてください。

建設課長 （ 榊 原 淑 友 君 ）建設課長。

（ 村 松 弘 君 ）解体の平方メートル単価でございますけど

も、２棟を解体した場合にはですね、平方メートル20,600円となっ

議 長 ております。

副 町 長 （ 榊 原 淑 友 君 ）副町長。

（ 鈴 木 寿 一 君 ）それこそ、これから指名委員会へかけてい

くということになりますので、担当課の方でですね、業者を指名を

して、指名委員会の方に提出ということになりますので、今のとこ

ろここでは何社というわけにはいきませんけれども、金額によって

業者の数が決まっておりますので、その金額によって業者の、多分

6,000千円以下ということであれば、５、６社の業者というような

議 長 ことになろうかなというふうに予測はされます。以上です。

（ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

７番議員 ７番、太田康雄君。

（ 太 田 康 雄 君 ）７・８ページ、８款土木費の２項、道路橋

梁費でありますが、まず、道路橋梁総務費で、委託料負担金がそれ

ぞれ国の交付金の増額を受けて追加計上されているわけですが、委

託料、道路メンテナンス橋梁点検委託料、これは町が実施する点検、

15メートル未満の橋梁について、1,800千円、当初予算では21橋を

予定しているということでしたが、この追加分で予定する橋梁の数

をお願いします。

それから、負担金の方は県が実施する点検ということですが、今

回3,990千円、当初予算で11橋を予定しているということでしたが、

今回の予定の数をお願いします。

それから、橋梁維持改良費で、こちらも国の交付金の追加という

ことで15,950千円、天森橋の橋梁長寿命化工事かと思いますが、当
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初予算で7,000千円、実施設計委託料が計上されており、今月現在、

点検が行われているところだと思いますが、まだ点検もしている最

中なので、この15,950千円の予算については、どこをどうするとい

うことではないかと思いますが、点検の結果によって、緊急性を要

するものから実施するということでよろしいでしょうか。

また、昨年度、また今年度も地元の向天方下町内会から、歩道部

分の舗装のし直しという要望が出されているかと思いますが、この

部分については今回の長寿命化工事に含まれる部分なのかどうかを

議 長 お願いします。

建設課長 （ 榊 原 淑 友 君 ）建設課長。

（ 村 松 弘 君 ）建設課長です。最初に橋梁のメンテナンス

の件でございますけども、委託料につきましては21橋から27橋とい

うことで、６橋増えました。負担金、県への委託でございますけど

も、11橋から13橋で、２橋の増となっております。

２点目のですね、天森橋の15,950千円ということでございますけ

ども、議員がおっしゃったように、今当初予算の7,000千円で点検

と設計の方をお願いをしている最中でございまして、その結果に基

づき15,950千円の予算の中で工事をしていきたいということでござ

いますが、単年度で終わる工事ではありませんので、最初にできる

限り下部工の方をやって、順次上部工の方というふうになろうかと

思っております。

それから、歩道につきましては、今回の件とは別件で考えており

議 長 まして、この予算の中には含まれておりません。以上です。

（ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

議 長 （ 発言する者なし ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第５、議案第48号「平成27年度森町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。
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議 長 （ 発言する者なし ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第６、議案第49号「平成27年度森町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

６番議員 ６番、西田彰君。

（ 西 田 彰 君 ）車両の更新っていうことがあると思います

が、これは補償金が出ているんで、何か事故か何かかと思いますが、

車は使えないと。運転手さん、職員のけがとかそういったものはな

議 長 かったのかどうか。その辺ちょっと。

上下水道 （ 榊 原 淑 友 君 ）上下水道課長。

課 長 （ 大 場 満 明 君 ）ただ今の西田議員のご質問にお答えします。

車両の更新ということで、今回計上させていただきました。事故

車両につきましては、上下水道課の公用車の、軽の箱バンでありま

したけども、事故につきましては、円田地内の町道の、太田川圃場

北18号線という、草ヶ谷と円田の間のところの道を上川原に向かう

途中の、どちらも停止線のない交差点、６メートルと３メートルで

したけども、うちの車が３メートルの方から進入していったわけで

すが、広い道の方の車と衝突をしまして、２車が田んぼに転落をし

たということで、相手の車は普通乗用車ということで、相手の車の

方の心身の異常は特にないです。うちの方の車の方が、ちょっと心

配したんですけども、職員の方もけがも何もなかったと。幸いにし

てなかったということでありました。

ただ、車の方が田んぼに落ちてしまいましたので、破損がかなり

著しくて、もう修繕もきかないというような状況でしたので、今回

議 長 新しい新車を計上させていただきました。以上です。

６番議員 （ 榊 原 淑 友 君 ）６番、西田彰君。

（ 西 田 彰 君 ）田んぼへ入った場合、ガラスとかもし割れ

た場合に、その田んぼのですね、土壌をやっぱりね、取り除いてや
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らないと、危険な場合があるですけども、その辺はやられたのか。

議 長 また、やられていればどれぐらいのお金が補償されているのか。

上下水道 （ 榊 原 淑 友 君 ）上下水道課長。

課 長 （ 大 場 満 明 君 ）ただ今の事故の内容の中で、田んぼに落ち

たということでしたけれども、ガラス等の破損はありませんでした

ので、直ちに我々も現場に向かいまして、田んぼの状況を確認しま

したし、その所有者に対しても連絡をしまして、確認をさせていた

だきました。レッカーでつり上げて出したわけですけども、田んぼ

の方は特にですね、車の轍が落ちた程度でありましたので、耕作者

議 長 に理解をしていただきました。以上です。

（ 榊 原 淑 友 君 ）他に質疑はありませんか。

議 長 （ 発言する者なし ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第７、議案第51号「静岡県市町総合事務組合規約の変更につ

いて」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

議 長 （ 発言する者なし ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）「質疑なし」と認めます。

しばらく休憩をします。再開を10時45分から行います。

議 長 （ 午前１０時３５分 ～ 午前１０時４５分 休憩 ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

日程第８、「静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙」を

行います。

広域連合議会議員につきましては、静岡県後期高齢者医療広域連

合規約第７条第２項の規定により、町議会議員区分から４人を選出

することになっております。

今回、４人の欠員が生じたため、その補充のため候補者を募った

ところ、候補者が５人となり選出すべき人数を超えたため、投票に

よる選挙が行われるものです。
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この選挙では、広域連合規約第８条第４項の規定により、すべて

の町議会の選挙における得票総数により当選人が決定されることに

なりますので、森町議会会議規則第33条の規定に基づく選挙結果の

報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行えません。

有効投票のうち候補者の得票数までを報告することになりますの

で、ご承知おきください。

選挙は、投票で行います。

議場の出入口を閉めます。

議 長 （ 議 場を 閉める ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）ただいまの出席議員数は、12人です。

次に、立会人を指名します。

森町議会会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に西田彰

君、太田康雄君、亀澤進君を指名します。

投票用紙を配ります。

念のため申し上げます。

投票は、単記無記名です。

議 長 （ 投票用紙の配布 ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）投票用紙の配布漏れは、ありませんか。

議 長 （ 「なし」と言う者多数 ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）「配布漏れなし」と認めます。

投票箱を点検します。

議 長 （ 投 票箱 の点検 ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）「異常なし」と認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を呼びますので、順番に投票願います。

（ 点 呼 ）

議 長 （ 投 票 ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）投票漏れは、ありませんか。

議 長 （ 「なし」と言う者多数 ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）「投票漏れなし」と認めます。
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投票を終わります。

開票を行います。

西田彰君、太田康雄君、及び亀澤進君、開票の立会いをお願いし

ます。

議 長 （ 開 票 ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）選挙の結果を報告します。

投票総数12票、有効投票11票、無効投票１票です。

有効投票のうち、土屋粂太郎君０票、榊原淑友君９票、佐野俊光

君０票、中田隆幸君０票、大庭桃子君２票、以上のとおりです。

議場の出入口を開きます。

議 長 （ 議 場 を 開 く ）

（ 榊 原 淑 友 君 ）以上で、本日の日程は全部終了しました。

次回の議事日程の予定を報告します。

６月23日午前９時30分、本会議を開会し、各議案に対する討論・

採決、並びに一般質問を行います。

本日は、これで散会します。

（ 午前１０時５７分 閉会 ）


